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外用貼付剤は、イノベーションにより局所性の経皮吸収型製剤から、様々な疾患治療の 

ための全身性の経皮吸収型製剤へと進化し、さらには貼付剤と注射剤の両方の⾧所を 

有する新たなマイクロニードル製剤へと大きな進化を遂げている。また、積極的に海外展開 

が行われ、日本発の製剤が世界中の人々の QOL（Quality of life）向上に貢献している。 

特に現在、広く使われている局所性経皮吸収型鎮痛剤は、運動器の痛みを抑えることで 

ロコモティブシンドローム※を防ぎ医療費削減に寄与するなど、基礎的な医薬品として、 

我が国の保険医療において大きな役割を果たしている（資料１）。 

これら医療用外用貼付剤を適切に推進する観点より、以下の 2 点を提言する。 

※運動器の障害により移動機能が低下した状態 

1. 局所性経皮吸収型鎮痛剤の保険給付 

局所性経皮吸収型鎮痛剤の保険適用除外は、早期の受診による適切な治療を妨げる可能 
性があり、病状悪化によりかえって医療費が増大するリスクが専門医より指摘されている。 

また、現行の保険給付を維持することが最も費用対効果に優れるとの報告もある（資料 2）。 

さらに、高齢者だけでなく、基礎疾患や合併症があり心身の負担の重い患者さんや痛みが

ひどく日常生活に支障があるために就労が困難な患者さんが一層健康を害したり、治療に 

かかる経済的負担が増したりしないよう、局所性経皮吸収型鎮痛剤の保険給付のあり方は 

慎重に議論すること。 

 

2. 外用剤貼付剤のイノベーションの促進、安定供給確保のための薬価の下支え 

現在、局所性経皮吸収型鎮痛剤の約 8 割の品目が不採算である。多様な医療ニーズに 
応える経皮吸収型製剤の開発原資を確保するとともに、医療に必要な基礎的な医薬品を 

安定供給するために、局所性経皮吸収型製剤の不採算の解消（不採算品再算定の適用）や 

薬価のあり方（基礎的医薬品の適用、最低薬価の引上げ）について、現下の経済情勢を 

踏まえた検討とすること。 

以上 
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